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指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す

る法律（令和５年法律第３１号）による介護保険法等の改正  令和６年４月１日施行 

 

〇介護保険法（平成9年法律第123号） 

 

(指定介護予防支援事業者の指定) 

第１１５条の２２ 第５８条第１項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第１

１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援

事業者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」

という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村が行う介護保険

の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、

当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適

用居宅要支援被保険者を含む。)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サ

ービス計画費の支給について、その効力を有する。 

２～４ （略） 

 

(指定介護予防支援の事業の基準) 

第１１５条の２３ （略） 

２  （略） 

３ 第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの設置者である指定介護

予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、

厚生労働省令で定める者に委託することができる。 

 

新 設 

（介護予防支援事業に関する情報提供の求め等） 

第１１５条の３０の２ 市町村長は、第１１５条の４５第２項第３号の規定による介護予

防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、指定介護予防支援

事業者に対し、介護予防サービス計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に

関する情報の提供を求めることができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の

事業の適切かつ有効な実施のために必要があるときは、第１１５条の４６第１項に規定

する地域包括支援センターに対し、必要な助言を求めることができる。 

 

 

○介護保険法施行規則（平成１０年厚生省令第３６号） 

 

（法第８条の２第１６項の厚生労働省令で定める者） 

第２２条の２１ 法第８条の２第１６項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる

者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 

一 法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの職員 保健師その

他介護予防支援に関する知識を有する者 

二 法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者 介護支援

専門員 

 

（指定介護予防支援事業者に係る指定の申請） 

第１４０条の３２ 法第１１５条の２２第１項の規定により指定介護予防支援事業者の

指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の
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申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護

予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この項において「他の

市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以

下この節において同じ。)に提出しなければならない。 

一～十四 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第１１５条

の４６第３項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合又は

指定居宅介護支援事業者である場合において、既に当該市町村長に提出している前項各

号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出

を省略させることができる。 

３ （略） 

４ 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に

提出している第１項第４号から第１１号までに掲げる事項に変更がないときは、これら

の事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。 

５ （略） 

 

新 設 

（第１１５条の３０の２第１項の厚生労働省令で定める事項） 

第１４０条の３８の２ 法第１１５条の３０の２第１項の厚生労働省令で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 介護予防サービス計画の実施状況 

二 直近の第１４０条の６２の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の

該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第１号被保険者の状況 

三 介護予防支援の利用者の心身又は生活の状況、その置かれている環境、現病歴その

他の介護予防サービス計画の作成に当たり勘案した当該利用者に関する基本的な情報 

四 介護予防支援の経過の記録 

五 サービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生

労働省令第３７号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条第９号に規

定するサービス担当者会議をいう。）の開催等の状況 

六 介護予防支援に係る評価 

七 その他市町村長が必要と認める事項 
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